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平成 19 年 12 月 25 日 

各   位 

 

 

当社子会社「株式会社グッドウィル」の 

事業所の統廃合の予定に関するお知らせ 

 

当社子会社株式会社グッドウィル（以下グッドウィル）は、平成 19 年 12 月 25 日開催の取

締役会において事業所の統廃合を決議し、当社の取締役会においてもこれを承認しましたので、

下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

1． 事業所の統廃合実施の理由 
当社子会社グッドウィルは、事業所の拡大を進め、業績拡大に努めてまいりました。し

かしながら、平成 19 年 12 月 19 日付けで、東京労働局より、予定される不利益処分につい

て、行政手続法第 13 条第 1項第 2号の規程に基づき弁明の機会を付与することを通知され

ました。当社は、この度予定される不利益処分を厳粛に受け止めております。 

これを受け、さらなるコンプライアンス体制の強化等の理由により、グッドウィルの事

業所の統廃合を実施していく予定です。 

事業所の統廃合の実施により、内部統制の強化と適正な派遣事業の運営を期しておりま

す。事業所を集約することで人員の適正配置化を推進し、最適化することにより、各事業

所のコンプライアンス体制のさらなる強化を進めてまいります。さらにグループ内での人

材の最適化も進めてまいります。 

 

2． 統廃合のスケジュール 
統廃合を実施する事業所をご利用頂いているお客様並びに登録スタッフの皆様に、近隣

の事業所をご案内、移管の手続きなどを充分に実施したのちに、随時事業所の統廃合を実

施する予定であります。 

平成 19 年 12 月 25 日現在、全国 737 事業所を統廃合して全国約 400 事業所とする予定で

す。 

尚、今回予定される不利益処分は、統合先事業所に引き継がれます。 
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3． 今後の見通し 
また、当社連結業績に与える影響につきましては、確定した時点において速やかに開示す

る予定です。 

 

以上 


